
健康福祉課　☎0738-23-5645保健だより
３月は自殺対策月間です

　令和２年３月に策定した「御坊市自殺対策計画」に基づき、「誰も自殺に追い込まれることのない御坊市」の実現
を目指し、総合的な自殺対策の取り組みを進めています。

御坊市自殺対策計画について

●重点施策の主な取り組み

　

高齢者の
自殺対策の推進

生活困窮者に係る
自殺対策の推進

労働者に係る
自殺対策の推進

令和２～４年度の主な取り組み内容
　高齢者の相談窓口である地域包括支援センターと在宅介護支援センター（市内５か所）
に生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のみならず市民総活躍の地域づくりに取り
組んでいます。
　新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮している方に対し、健康保険料
（税）や介護保険料の減免、傷病手当金の支給を実施しました。
　また、相談支援業務において、生活困窮に対する助言等支援、生活福祉資金貸付、住居
確保給付金、生活困窮者自立支援金により生活の安定を図りました。
　健診など各事業を通し、悩んでいる方から相談を受け、必要な機関へとつなぎました。
　市職員向けにストレスチェック、メンタルヘルス研修、ハラスメント研修、ゲートキー
パー※1研修を実施しました。
　健康日高21推進協議会※2では、事業所などに対しメンタルヘルスセミナーを実施しま
した。

重点施策

※１　ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る）を
　　　図ることができる人のこと
※２　日高地方地域保健・職域連携協議会機関及び団体で構成され、広域的に住民の健康づくりを推進することを目的としている。事務局は御坊保健所

数値目標

　計画策定時の自殺率24.3（平成25～29年平均）を基準値とし、令和４（中間）年の目標値を
21.9としていましたが、現状値は23.0（平成29～令和３年平均）となりました。最終年である
令和８年の目標値を19.4とし、残りの計画期間内において施策の見直しや充実を図り、生きるこ
との包括的支援を推進していきます。
※自殺率は、人口10万に対する自殺者数自殺死亡率は和歌山県人口動態統計より抜粋

御坊市
自殺対策計画

　あなたや周りの人が悩みや不安を抱えて困っているときには、さまざまな方法で気軽に相談できる場所があります。

相談窓口について

こころの電話
はあとライン
こころの健康相談統一ダイヤル
いのちSOS
和歌山いのちの電話
和歌山いのちの電話（フリーダイヤル）

073-435-5192

0570-064-556

0120-061-338
073-424-5000
0120-783-556

月～金　９：30～12：00／13：00～16：00

24時間365日対応

６：00～24：00／月・木・金　0：00～24：00
毎日10：00～22：00
毎月10日８：00～翌日８：00（24時間・無料）

相談窓口 電話番号 受付時間

まもろうよこころ 検 索

SNSでの相談はいのちのセーフティーラインわかやま
平日9：00～17：00
LINEで相談できます。

軽自動車の管理について 税務課 課税係　☎０７３８-２３-５５04

忘れないで！ 軽自動車の廃車・名義変更などの手続きを

種　別

軽 二 輪 車
（125cc超～250cc）

小 型 二 輪
（250cc超）

軽 自 動 車
（軽四輪、軽三輪）

原動機付自転車
（125cc以下）

小型特殊自動車

手　続　き　場　所手 続 き に 必 要 な も の

・各自動車販売者
・和歌山運輸支局
　住所：和歌山市湊1106-4
　☎050-5540-2065

・各自動車販売者
・軽自動車検査協会 和歌山事務所
　住所：和歌山市湊1106-25
　☎050-3816-1846

・市役所 税務課 課税係
　☎0738-23-5504

登　　録

廃　　車
名義変更

(廃車＋登録)

・新車の登録の場合－販売証明書
・中古車の登録の場合－廃車証明
　書（市町村発行のもの）または
　譲渡証明書＋車台番号の石刷り
・本人確認書類(運転免許証等)

・標識(ナンバープレート)
・本人確認書類(運転免許証等)

　廃車または名義変更の手続きに必要なものについ
ては、事前に右の手続き場所のいずれかへお問い合
わせください。

　廃車または名義変更の手続きに必要なものについ
ては、事前に右の手続き場所のいずれかへお問い合
わせください。

※詳しくは、市ホームページまたは税務課 課税係までお問い合わせください。

軽自動車税（種別割）の減免について
　障害者手帳（身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手
帳・精神障害者保健福祉手帳等）をお持ちの方で、軽自
動車を所有している方は、一定の要件に該当する場合、
納期限（５月末日）までに申請をすることで軽自動車税
（種別割）が減免されます。詳しくは、市ホームページ
または税務課課税係までお問い合わせください。

♦申請に必要なもの　
・障害者手帳
・軽自動車の車検証
・運転される方の運転免許証

　軽自動車税（種別割）は、｢４月１日を基準日｣とし
て、軽自動車（軽四輪、軽三輪）・原動機付自転車・
オートバイ・小型特殊自動車（注）を所有している方に
課税されます。このため、基準日を過ぎてから登録抹
消や名義変更の手続きをしても、１年分の軽自動車税
（種別割）を納めていただくことになります。
　廃車や名義変更をしていない方は、お早めに手続き
を済ませてください。また、売却をしたり、盗難にあっ
た場合でも登録を抹消していなければ、課税されますの
でご注意ください。なお、原動機付自転車・小型特殊自
動車については、登録の一時抹消に関して道路運送車両
法に定められていないため、一時的に利用しない（乗ら
ない）という理由での廃車手続きはできません。

　地方税法によりトラクター、コンバイン、フォーク
リフト等の小型特殊自動車は、路上を走る、走らないに
関係なく軽自動車税（種別割）の課税対象となります。
所有していれば、申告及び納税の義務がありますの
で、新しく取得されたものや標識（ナンバープレー
ト）の交付を受けていないものがあれば、すみやかに 
御坊市役所 税務課（１階 ⑧番窓口）で申請し、標識
の交付を受けてください。
　各手続きに必要なもの、手続き場所は下の表のとお
りです。

（注）乗用装置のあるものに限ります。
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